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3月 10 日に、国の新型コロナウイルス感染症対策

本部は、「国民健康保険及び後期高齢者医療において、

新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用

者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全

額について国が特例的な財政支援を行う」ことが決定

されました。これにもとづき、厚生労働省から、都道

府県と広域連合に対し、「新型コロナウイルス感染症

に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等につ

いて」という事務連絡が出されました。 
この事務連絡の対応について、県社保協として、神

奈川県、広域連合、横浜市等との懇談、問い合わせを

行ってきました。その結果、厚木市と秦野市で、3月

議会に条例改正案が提出され、可決されました。厚木

市の条例改正は、全国ではじめということで問い合わ

せが殺到しているそうです。 

厚労省からの条例改正案のひな型は、3月25日に示

されたそうで、それ以前に神奈川県が条例改正案を市

町村に提供していたことが、早期の条例改正につなが

りました。横浜市・川崎市も3月中に条例改正をする

そうですが、3月議会は終わったため、専決事項とし

ての処理となります。他の市町村も同様の対応となり

ます。神奈川県の後期高齢者医療広域連合議会は3月

27日に開催されましたが、条例改正案の提出は間に合わず、専決事項として処理する方向と伺っています。 

市町村国保と後期高齢者医療での傷病手当金の支給については、県社保協として長年要求し続けてきました。健

保組合、協会けんぽ、国保組合などには、傷病手当金制度があるものの、市町村国保と後期高齢者医療にはありま

せんでした。法律的には、国民健康保険法第 58 条第2項「保険者は・・・条例又は規約の定めるところにより、

傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」、高齢者の医療の確保に関する法律第 86 条第2項「後期

高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことがで

きる」と明記されていますが、市町村および広域連合での条例制定がされず、これまで実行されることがありませ

んでした。 

厚木市（秦野市も同様の内容）の条例改正では、対象者は「給与の支払を受けている者に限る」、「新型コロナウ

イルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症への感染が疑われるときに限る」としており、フ

リーランスや事業者は対象外となります。他の市町村、広域連合では、これから条例改正を行うことになりますが、

同様の内容になると思います。このように限定的ですが、はじめて国保と後期高齢者医療で傷病手当金制度ができ

ることは歴史的な画期と言えます。今後、傷病手当金制度の拡充を求める運動を広げていきましょう。 
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新型コロナウイルスの感染が、全国・県内に広がっていま

す。2月末からの一斉休校、イベント等の自粛・中止要請な

どにはじまり、「不要・不急の外出は控える」、「夜間の飲食

店などに行かない」などの要請が、政府・自治体から次々と

出され、私たちの生活と経済活動に大きな支障が出ていま

す。「緊急事態宣言」、「ロックダウン（閉鎖）」まで言及され、

予断の許されない情勢となっています。 

自粛要請の強まりで、飲食、観光・宿泊、運輸など多くの

中小業者、小規模事業者が存亡の危機に追い込まれていま

す。収益を得られないうえに経費の支払いを迫られていま

す。休演せざるをえなかった芸能分野もきわめて厳しく、日

本文化の存続が危ぶまれています。関係するフリーランス

は無収入になっています。こうした状況は、生活への困難さ

はもちろんのこと、先行きの見通しがなく倒産・廃業せざるを得ない業者・企業、解雇・採用取り消しなどが数多

く生まれる事態にまで及んでいます。 

しかし政府の損失に対する対策は、事業者に対しては貸付制度が基本で、フリーランスには、1日当たり4,100円

の支援となっています。この額は、労働者を対象とした雇用調整助成金による支援の上限8,330円の半分しかあり

ません。しかも、休校した小学校に通う子を持つ人しか対象にしていません。神奈川県も緊急に補正予算を組みま

したが、中小企業支援は無利子の貸付制度に止まっています。ヨーロッパでの対策と比べて、極めて遅れていると

言わざるを得ません。 

全国知事会は、政府に対して「中止に伴う営業損益の補填についても財政的な措置を講じる」よう求める緊急提

言を出しています。いま政府に緊急に求められていることは、自粛・中止と、それによって生じる損失の補償をセ

ットにして、さまざまな事業者、労働者、フリーランスなどに対する補償を、ただちに全面的に実施することでは

ないでしょうか。 

 
3月11日、神奈川国会行動が8団体49人の参加で行

われました。この国会行動では、新型コロナウイルスの

感染防止と国民への支援を地元国会議員に要請しまし

た。前段の集会では、生協労組や建設労連から、消費税

増税に加え、新型コロナウイルスの影響で客足や受注が

減り、かなりの影響が出ているとの発言。新婦人からは、

過密な学童保育に預けるよりも学校のほうが安全なの

に休校が続いて保護者や学童保育の先生方に負担がか

かっている。民医連からは、病院・診療所の患者やデイ

サービス事業所の利用者が減少していること、マスクや

消毒液が足りないことなどが訴えられました。 

民医連から、職員と共同組織合わせて11人参加。右の

要望項目で、立憲民主党の山崎誠衆議院議員、早稲田ゆ

き衆議院議員・秘書と懇談しました。山崎議員は戸塚区・

泉区・瀬谷区で活動。「デイサービスなど通常使うべき利

用者が自粛して利用できないことや、慢性疾患の方が病

院に通うことができない状況は問題ですね」とこちらか

ら伝えた事例をしっかりと受け止めてくれました。 
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3月24日、消費税廃止各界連の署名・宣伝行動を伊勢佐木

町有隣堂前で行い、5団体（建設労連・神商連・民医連・年金

者組合・社保協）から14人が参加しました。   

新型コロナウイルスによる肺炎が広がる中、人通りもまば

らで署名が集まるかどうか不安の中で開始しました。対策と

して、署名板を持たずに、机の上に署名用紙を並べ、アルコ

ール消毒液も用意しました。 

「10月からの消費税10％への増税によって、私たちのくら

しと営業への打撃は大きいものがあります。新型肺炎はそれ

に追い打ちをかけています。政府は経済対策を検討していま

すが、なによりも消費税を増税したことが困難を大きくして

います。ただちに消費税を 5％への声を大きくしていこうで

はありませんか」と訴えると、次々と署名机に人が押し寄せ

て、なんと5％への引き下げ署名が50筆も集まりました。 

2月17日に、政府が昨年10～12月期の国民所得統計の1

次速報を発表しました。それによると、実質国内総生産（GDP）

は前期比マイナス1.6％、年率換算でマイナス6.3％となりま

した。この下げ幅は、消費税が 5％から 8％に引き上がった

2014年4～6月期以来の大きさとなりました。国民の消費、

設備投資もマイナスとなるなど、内需が総崩れで、明らかに

消費税を10％に増税したことが大きく影響しています。さら

に、新型コロナウイルスの感染で深刻化しています。 

4月は、税と社会保障一体改革反対全県一斉宣伝行動に各

地域で取り組みます。宣伝行動の仕方を工夫し、消費税5％への引き下げを求める声を広げていきましょう。 

96,252ṕ8.15Ṿ Ṗ  
3月27日、神奈川県後期高齢者医療広域連合議会が開催さ

れ、2020～21年度の1人当たり年間保険料7,252円（8.15％）

の引き上げを決定しました（88,995円から96,252円に）。均

等割は43,800円（+2,200円）、所得割は8.74％（+0.49％）。

15人ほどが傍聴（社保協からの6人参加）。 

引き上げの主な要因は、1人当り医療費が2020年度0.8％

増、2021年度0.7％増を見込んでいることと、保険料負担率

が11.41％（+0.23％）。剰余金90億円を投入してもなお引き

上げとなりました。特例軽減措置の廃止による低所得者の保

険料の上昇と、保険料の付加限度額は年間64万円（+2万円）となったことも反映しています。今回の大幅な引き

上げは、後期高齢者の生活と健康に重大な影響を及ぼすことから、横浜市選出の北谷まり議員（日本共産党）が反

対討論しましたが、他の議員からの発言はなく可決されました（広域連合議会の議員定数は20人）。 

75歳以上医療費2割化反対実行委員会の「後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見書提出の陳情」

と、県社保協の「後期高齢者医療保険料の引き下げを求める陳情」を提出しましたが、北谷まり議員が賛成討論し

ましたが、不採択とされました。 

当初10％だった保険料負担率が11.41％まで上昇しています。公費（国4：県1：市町村1）は、当初50％だった

のが 46％台まで下がっています。それは窓口負担 3割の方の医療費は公費負担しないということになっているた

め。ここにメスを入れる全国的な運動の必要性を実感しました。今後、75歳以上の医療費窓口負担2割化の導入を

やめさすなど、後期高齢者医療制度の抜本的な改善を求める運動を強化していきましょう。 
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